
幼児教育センターについて

今後の幼児教育の拠点として、すべての就学前の子どもがより質の高い幼児教育を受け、円滑に小学
校に接続できる仕組みを構築するため、令和7年4月1日に設置

【保幼小連携の強化に向けた仕組みの構築・支援】

①小学校⾧と幼稚園⾧、保育園⾧との連絡会（校⾧・園⾧）
区内の公立、私立幼稚園・保育園と小学校22校がスムーズに連携するため、子ども家庭部と連携
した保幼小連絡会を開催する。
〇第１回 交流スキーム構築（5月26日） 第２回 成果等事例共有（12月8日）

②保幼小連絡会及びアプローチ・スタートカリキュラム研修（教員・保育士）
公立、私立の幼稚園教職員・保育士、小学校の教職員合同による研修を実施する。
〇モデル事業の実施
区立の保育園・幼稚園・小学校の公開保育・授業期間を設定し職員が交流（池袋小地区）

〇幼児教育研修
幼稚園教職員、小学校教職員、保育士を対象としたアプローチカリキュラム研修（9月19日）

③年⾧園児と小学校の児童との交流
園児が小学校の雰囲気を就学前から感じ、就学後も安心して小学校生活を過ごせるようにする。
〇幼稚園・保育園・小学校における交流ワークショップの実施（西巣鴨小地区）

幼児教育センターの設置

令和7年度における主な取組
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〇区内全域での持続的・相互的な交流・連携を目指す
〇区立小学校地区ごとに連携に向けた情報交換等を実施
（令和８年度以降具体的な取組につなげる）
〇幼児教育センターが核となり区立幼稚園設置地区から連携強化の取組を進めていく
（区立幼・保がある地区から具体的な取組を実施。その後他の地区へ広げていく）
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